








松伏町 （限定特定行政庁／昭和５７年４月１日～） 越谷建築安全センター（R8.4.1現在）

11
ふるさと埼玉の緑を
守り育てる条例

確認申請の前まで

12
小規模住戸形式集合
住宅の建築に関する

指導指針

建築事業報告書
（中高層建築物）

提出時
or

確認申請書提出時
※  各種届出は、適用除外となる場合があります。詳しくは、提出先までお問合せください。
※１ ㈠下記に掲げる建築物 ： 松伏町 新市街地整備課
    ◇建築基準法第6条第1項第2号のうち、木造建築物で、以下の条件を全て満たすもの（知事の許可を必要とするものを除く）
     ・地階を除く階数が２以下
     ・延べ面積300㎡以下
     ・高さ16m以下
    ◇建築基準法第6条第1項第3号の建築物（知事の許可を必要とするものを除く）
 
   ㈡上記以外の建築物 ： 越谷建築安全センター

※２ （※１㈠）の建築物 ： 松伏町 新市街地整備課
   （※１㈡）の建築物 ： 埼玉県 建築安全課 (TEL 048-830-5519)
※３ 適合性判定通知書の原本または写しを、建築確認申請書に添付する必要があります。
※４ 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
※５ 問合せ先 ： 越谷環境管理事務所 （TEL 048-966-2311）

床面積が25㎡未満の住戸又は住室を15以上有する建築物
松伏町新市街地整備課

（経由のみ）

敷地面積1,000㎡以上
※５

越谷環境管理事務所


